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令和２年度定期監査（学校監査）結果報告書 

 

 地方自治法第199条第４項の規定に基づき定期監査を実施したので、その結果 

を同条第９項の規定により次のとおり報告します。 
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第１ 監査の対象 

稲梓小学校、稲生沢小学校、白浜小学校 

 

第２ 監査の期間 

令和２年11月19日から令和２年11月30日まで 

 

第３ 監査の範囲 

令和２年４月１日から令和２年10月31日までの予算及び事務事業の執行状況 

 

第４ 監査の方法 

事前審査及び現地調査を行った上で、学校長、教頭及び関係職員から予算及

び事務事業の執行状況並びに施設の維持管理、防災・安全対策等について説明

を聴取した。 

 

第５ 監査の結果 

予算及び事務事業はおおむね適正に執行されていると認めたが、一部につい

て改善及び検討を促した。監査結果の概要は、次のとおりである。 

 

 １ 各校の概要 

（１）児童数、学級数                 （単位：人、学級） 

学級数 1 1 1 1 1 1 - 6

児童数 8 8 12 8 17 13 - 66

学級数 1 1 1 1 1 1 1 7

児童数 31 26 34 34 28 32 2 187

学級数 1 1 1 1 1 1 - 6

児童数 9 10 10 13 14 12 - 68

5年生

稲 生 沢 小 学 校

白 浜 小 学 校

6年生 合計

稲 梓 小 学 校

特別支
援学級

区分 1年生 2年生 3年生 4年生学校名

 

 

（２）教職員数                 （単位：人） 

うち、

市費職員

13 1

24 6

16 3

稲 梓 小 学 校

稲 生 沢 小 学校

学校名 職員数

白 浜 小 学 校

摘要

用務員1

支援員5、用務員1

支援員1、用務員１、ＡＬＴ１
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 ２ 予算執行状況（令和２年10月末まで） 

（単価：円、％） 

予算現額 支出済額 執行率 予算現額 支出済額 執行率

稲 梓 小 学 校 2,021,000 1,145,226 56.7 643,000 414,423 64.5

稲 生 沢 小 学 校 3,557,000 2,389,011 67.2 1,198,000 969,075 80.9

白 浜 小 学 校 1,676,000 1,025,136 61.2 485,000 136,495 28.1

学校名
小学校管理事業 小学校教育振興事業

 

 

 ３ 備品等管理状況 

（１）郵券の管理 

     受払簿と現物の照合をした結果、おおむね適正に管理されていた。 

 

（２）備品管理 

     備品は、定期的に教職員が備品点検簿をもとに点検作業を実施していた。 

     実施に際しては、職員で分担し統一した備品管理の体制が整えられていた。 

 

（３）理科薬品の管理 

     薬品保管庫の施錠は適正に行われていたが、１枚の管理簿で複数の薬品の 

    使用量が管理されている学校が見受けられた。 

     毒物・劇物であることを再確認し、学校長等立会いのもと棚卸しを実施し、 

    児童に危険が及ばないよう細心の注意を払われたい。 

     また、教育委員会は管理簿を作成し、薬品名ごとに使用量、残量を記録す 

    るなど、統一した管理をするよう指導に努められたい。 

 

 ４ 施設の維持管理 

   施設や敷地内で緊急を要する簡易な修繕については、その都度学校教育課によ

り迅速な対応がとられていた。 

しかし、雨漏りや天井の腐食など、施設の躯体部分に未修繕箇所が多く見受け

られた。事故の未然防止と児童の安全確保等のため、早急に対応を検討されたい。 

 

 ５ 防災・安全対策 

（１）例年、災害発生時における児童の安全確保の観点から、各校で防災計画を 

策定し、地震、火災等のケースを想定して防災訓練を実施しているが、今年度に 

ついては新型コロナウイルス感染拡大防止による臨時休校のため、計画通りに進 

んでいなかったが、限られた時間内に日時を調整するなど実施に努められていた。 

（２）防災設備について、避難経路図で消火栓や消火器の設置箇所を明示し、緊 

急時に備えていた。 
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 ６ 学校徴収金 

学校徴収金は公金ではないが、現金を扱うものであること、またその性質上、準 

公金にあたるとして監査の対象とした。 

学校徴収金は「下田市立小・中学校徴収金取扱基準」に基づいて処理がなされ、 

会計簿と通帳を確認した結果、適正に処理されていた。 

 

 ７ その他要望事項 

老朽化した学校施設の整備、修繕については子どもの安心・安全を最優先し、施

設の老朽化対策、設備や備品の予算措置は、必要に応じ適切な対応を講じられたい。 

 

 

 

 

 

 


